
                     

 

瑞穂町 通学路安全対策に関する基本的な取組の方針 

 

■ 取組方針 

 通学路における交通安全の確保については、平成２４年度に実施した緊急合

同点検に基づく対策の実施後においても、各地域において定期的な点検等、

PDCAサイクルでの継続した取組を推進することが重要であるとされている。 

 そこで、関係機関の連携体制を継続して維持し、必要に応じて互いに協力して、

通学路の交通安全の確保に取り組むこととする。 

 

■ 連携体制 

関係機関の連携を図るため、緊急合同点検時に構築した連絡体制を継続して

運用する。なお、合同点検の実施や対策の検討等については、必要に応じて学校

関係者、交通管理者、道路管理者等を招集し、協議・調整等を行うものとする。 

   

 

 

瑞穂町教育部教育課学務係 

 

 

平成２６年１２月８日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

※なお本方針は、現段階における関係者間の推進・連携体制の存在を示すも

のであるが、今後の合同点検等の際には従来通り各関係者と個別に調整の上

実施するものとする。 

 



 

令和７年度 通学路等における合同点検実施要領 

 

１ 目的 

 町では子供たちが安心・安全に通学できるよう危険箇所を中心に通学路等で

の合同点検を、以下の内容により実施するものです。  

 

２ 実施対象  

各小学校の通学路及び通学路以外で児童が一人でも通る道路  

 

３ 実施機関 

学校・保護者・ＰＴＡ、 福生警察署、西多摩建設事務所、 

庁内部局（安全・安心課、建設課、子育て応援課） 

 

４ 実施内容 

（１）学校・保護者等により抽出された危険箇所を精査し実施通知を作成 

（２）合同点検の実施 

（３）確認事項の報告 

 

５ 実施予定日 

  ９月中旬から９月下旬にかけて各学校半日程度実施。実施後点検事項の確認及

び対策について協議。 

 

６ 事務局 

  教育委員会 教育部 学校教育課 学務係 

 

７ 今後の予定 

６月 校長会及び副校長会にて通学路等における合同点検実施について説明、各

校へ危険箇所の抽出依頼 

８月 実施機関に依頼及び日程調整 

９月 合同点検実施 

１０月以降 校長会等で確認事項の報告 


